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(57)【要約】
【課題】術者の満足する把持性及び操作性を得られる操
作部を備えた電子内視鏡を提供すること。
【解決手段】挿入部本体２ｂの上面部所定位置に１対の
ガイドレール２６を設け、操作部３ａにはガイドレール
２６の外側に係入するスライド溝３４が形成している。
また、操作部３ａと挿入部本体２ｂとを一体に固定する
固定具７を設けている。この固定具７は案内部７ａと、
固定ネジ７ｂと、固定ノブ７ｃとで構成され、スライド
溝３４をガイドレール２６に係入させた状態で、案内部
７ａが平行溝２６ａに配置されることによって、操作部
３ａは挿入部本体２ｂに対して矢印方向にスライド自在
になる。そして、操作部３ａを挿入部本体２ｂに対して
所定位置までスライド移動させ、固定ノブ７ｃを所定方
向に回転させると、操作部３ａと挿入部本体２ｂとが一
体的に固定され、このとき操作部電気接点３３と挿入部
電気接点２４とが電気的に接触する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  湾曲部を有する挿入部の先端部に撮像手
段を備え、操作部に設けた湾曲操作指示手段からの指示
信号に基づいて湾曲駆動手段を作動させて前記湾曲部を
湾曲動作させる電子内視鏡において、
前記湾曲操作指示手段を有する操作部が、前記挿入部に
対して着脱自在であることを特徴とする電子内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、湾曲部を電動湾曲
操作する湾曲操作スイッチを操作部に有する電子内視鏡
に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、体腔内に細長な挿入部を挿入し、
必要に応じて処置具チャンネル内に処置具を挿通して、
各種検査・処置の行える内視鏡が広く用いられている。
これら内視鏡には電荷結合素子（以下ＣＣＤと略記す
る）などの固体撮像素子を撮像手段に用い、このＣＣＤ
に結像した被写体像を電気信号に変換して外部装置であ
る観察ユニットに出力する電子内視鏡がある。この観察
ユニットでは、前記電子内視鏡から出力された電気信号
を映像信号に変換した後、モニタに出力し、モニタ画面
上に被写体像を表示させて観察、処置等を行えるように
なっている。
【０００３】この電子内視鏡には、挿入部が軟性で、こ
の挿入部に複数の湾曲駒を連接して例えば上下左右方向
に湾曲可能に形成した湾曲部を設けたものがある。この
湾曲部の湾曲操作は、前記挿入部の手元側端部に位置す
る把持部を兼ねる操作部に設けた湾曲操作ノブや湾曲操
作スイッチ等の湾曲操作指示手段で行うようになってい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記操
作部を操作する術者の手指の大きさには個人差がある。
このため、術者によっては湾曲操作指示手段を操作する
際、操作部を把持している手の位置を変えてからでない
と操作できない場合があり、作業効率が低下するという
不具合があった。
【０００５】また、前記操作部は右利き用に形成されて
いるため、左利きの術者も右手で操作部を把持して内視
鏡操作を行っていた。
【０００６】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、術者の満足する把持性及び操作性を得られる操作
部を備えた電子内視鏡を提供することを目的にしてい
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の電子内視鏡は、
湾曲部を有する挿入部の先端部に撮像手段を備え、操作
部に設けた湾曲操作指示手段からの指示信号に基づいて
湾曲駆動手段を作動させて前記湾曲部を湾曲動作させる
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電子内視鏡であって、前記湾曲操作指示手段を有する操
作部が、前記挿入部に対して着脱自在である。
【０００８】この構成によれば、それぞれの術者の手の
大きさや利き手等に合わせて製作した各人専用の操作部
を、挿入部に交換取り付けて電子内視鏡を構成すること
によって、術者は理想的な把持性及び操作性を得られ
る。
【０００９】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態を説明する。図１ないし図６は本発明の一実施形
態に係り、図１は本発明の電子内視鏡を組み合わせた内
視鏡システムの概略構成を説明する図、図２は操作部と
挿入部との着脱機構の１構成例を説明する図、図３は電
子内視鏡に送気用管路及び送水用管路を設ける際の構成
例を説明する図、図４は操作部と挿入部との着脱機構の
他の構成を説明する図、図５は操作部と挿入部との着脱
機構の別の構成を説明する図、図６は本発明の電子内視
鏡を用いた内視鏡システムの他の構成例を説明する図で
ある。
【００１０】なお、図２（ａ）は着脱機構の構成を示す
説明図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ線断面図、図
３（ａ）は管路の構成を示す説明図、図３（ｂ）は図３
（ａ）のＢ－Ｂ線断面図、図５（ａ）は着脱機構の構成
を示す説明図、図５（ｂ）は図５（ａ）のＣ－Ｃ線断面
図である。
【００１１】図１に示すように本実施形態の電子内視鏡
（以下内視鏡と略記する）１は、例えば医療用の内視鏡
であり、体腔内に挿入される細長な挿入部２ａ及びこの
挿入部２ａの基端側に位置する挿入部本体２ｂを備える
内視鏡挿入部２と、この内視鏡挿入部２の挿入部本体２
ｂに対して着脱自在に交換配設される把持部を兼ねた複
数種類の内視鏡用操作部（以下、操作部と略記する）３
ａ，３ｂ，３ｃ，…と、前記挿入部本体２ｂの側部から
延出するユニバーサルコード４とで主に構成されてい
る。
【００１２】前記内視鏡挿入部２を構成する挿入部２ａ
は、先端側から順にＣＣＤ等の撮像素子２１ａを内蔵し
た硬性の先端硬性部２１、図示しない複数の湾曲駒を連
接して例えば上下、左右方向に湾曲可能に形成された湾
曲部２２、可撓性を有する可撓管部２３を連設して構成
されている。この挿入部２ａの基端部は、前記挿入部本
体２ｂの所定位置に一体的に取り付け固定されている。
なお、前記ユニバーサルコード４の一端部も前記挿入部
本体２ｂの所定位置に一体的に取り付け固定されてい
る。
【００１３】前記挿入部本体２ｂは、例えば硬質な樹脂
部材で略筒状に形成されており、この挿入部本体２ｂの
上面部に、前記操作部３ａ，３ｂ，３ｃ，…が着脱自在
に取り付けられるようになっている。なお、符号２４は
後述する挿入部電気接点である。
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【００１４】前記操作部３ａは、右手で操作する、基準
となる大きさで形成された標準タイプのものであり、こ
の操作部３ａには例えば親指でスイッチ操作することに
よって曲げ方向を指示する電気信号を出力する湾曲操作
指示手段としての湾曲操作スイッチ３１が設けられてい
る。この湾曲操作スイッチ３１からは曲げ方向を指示す
る電気信号を伝送する信号線３２が延出し、前記挿入部
電気接点２４に電気的に接触する操作部電気接点３３に
電気的に接続されている。
【００１５】これに対して、前記操作部３ｂは左手で操
作する左手仕様の標準タイプであり、前記操作部３ａと
同様に湾曲操作スイッチ３１、信号線３２、操作部電気
接点３３が設けられている。
【００１６】前記操作部３ｃ，３ｄは、右手仕様標準タ
イプの操作部３ａ及び左手仕様標準タイプの操作部３ｂ
に対して把持部形状を小さく形成したものであり、前記
操作部３ａ，３ｂと同様に湾曲操作スイッチ３１、信号
線３２、操作部電気接点３３が設けられている。なお、
操作部としては前記操作部３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄの他
に、標準タイプの操作部３ａ，３ｂに対して把持部形状
を大きく形成したものや、使用者の要望に対応した形状
或いは、前記湾曲操作スイッチ３１の配置位置を使用者
の好みの位置に変更したもの等、様々なタイプがある。
【００１７】前記操作部３ａ，３ｂ，３ｃ，…は、それ
ぞれ挿入部本体２ｂに対して着脱自在であるが、前記操
作部電気接点３３の配置位置は前記操作部３ａ，３ｂ，
３ｃ，…の形状に関わらず、前記挿入部電気接点２４と
確実に電気的に接触する位置に配置されている。このた
め、これら操作部３ａ，３ｂ，３ｃ，…を適宜交換し
て、挿入部本体２ｂに取り付け固定したとき、操作部電
気接点３３と挿入部電気接点２４とが電気的に接続され
た状態になる。
【００１８】前記ユニバーサルコード４の基端部には内
視鏡コネクタ４ａが設けられている。この内視鏡コネク
タ４ａは、図示しない光源部やビデオプロセッサ（不図
示）、湾曲駆動手段である電動湾曲機構部５等を内蔵し
た内視鏡システムを構成する外部装置である観察ユニッ
ト６に着脱自在に接続されるようになっている。
【００１９】前記観察ユニット６内の電動湾曲機構部５
は、湾曲駆動力を発生させる湾曲駆動用ＤＣモータ（以
下モータと略記する）６１と、このモータ６１を駆動さ
せるモータドライバ６２と、このモータドライバ６２に
制御信号を出力するモータ制御ユニット（以下ＭＣＵと
略記する）６３とで主に構成されている。なお、符号６
４は前記モータ６１の回転量を回転角に換算するエンコ
ーダであり、このエンコーダ６４での検出結果は前記Ｍ
ＣＵ６３に出力されるようになっている。また、符号６
５は湾曲指示信号伝達接点、符号６６は駆動力伝達部、
符号６７はクラッチである。
【００２０】前記内視鏡コネクタ４ａには前記湾曲指示
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信号伝達接点６５に電気的に接触するコネクタ電気接点
４ｂが設けられている。このコネクタ電気接点４ｂには
信号伝達を行う信号ケーブル４２の一端部が電気的に接
続されている。この信号ケーブル４２は、前記ユニバー
サルコード４内及び前記挿入部本体２ｂ内を挿通して、
ケーブル他端部を前記挿入部電気接点２４に電気的に接
続している。このことにより、前記湾曲操作スイッチ３
１からの電気信号が前記ＭＣＵ６３に伝達される。
【００２１】また、前記内視鏡コネクタ４ａには前記駆
動力伝達部６６に機械的に接続されて、湾曲駆動力を駆
動力伝達手段である湾曲ワイヤ４１に伝達するコネクタ
側駆動力伝達部４ｃが設けられている。このコネクタ側
駆動力伝達部４ｃには湾曲ワイヤ４１の一端部が接続さ
れている。この湾曲ワイヤ４１は、前記ユニバーサルコ
ード４内及び前記挿入部本体２ｂ，挿入部２ａ内を挿通
して、ワイヤ他端部を前記湾曲部２２を構成する最先端
の湾曲駒に固定している。
【００２２】このことにより、前記湾曲操作スイッチ３
１からの電気信号に対応して回転駆動された前記モータ
６１の駆動力が湾曲ワイヤ４１に伝達されて、湾曲部２
２が指示された方向に湾曲動作する。
【００２３】なお、前記撮像素子２１ａからは図示しな
い信号線が延出しており、この信号線は挿入部２ａ，挿
入部本体２ｂ，ユニバーサルコード４内を挿通して前記
内視鏡コネクタ４ａまで延出している。そして、内視鏡
コネクタ４ａを前記観察ユニット６に接続することによ
って、撮像素子２１ａで電気信号に変換された画像信号
が観察ユニット６内のビデオプロセッサに伝送される。
また、前記モータ６１、湾曲ワイヤ４１等は上下用及び
左右用にそれぞれ設けられているが説明の簡単化のため
１つのモータとして説明している。さらに、前記観察ユ
ニット６に前記内視鏡１でとらえた内視鏡画像を表示さ
せる表示装置を設けるようにしてもよい。
【００２４】ここで、操作部と挿入部本体との着脱機構
を説明する。なお、本実施形態においては操作部３ａと
挿入部本体２ｂとで着脱機構を説明する。図２（ａ），
（ｂ）に示すように本実施形態では操作部３ａと挿入部
本体２ｂとを着脱自在に構成するため、挿入部本体２ｂ
の上面部所定位置に位置決め及び案内用として断面形状
が略Ｌ字形状の１対のガイドレール２６を設けている。
これらガイドレール２６は、固定ネジ２５によって、幅
寸法が後述する案内部（図中符号７ａ）の幅寸法（本実
施形態では直径寸法）よりやや幅広な平行溝２６ａが形
成されるように固定されている。
【００２５】一方、前記操作部３ａには前記ガイドレー
ル２６の外側である反平行溝側に係入するスライド溝３
４が形成されている。また、この操作部３ａには操作部
３ａと挿入部本体２ｂとを一体に固定する固定具７が設
けられている。
【００２６】この固定具７は、操作部下端面側に配置さ
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れて前記平行溝２６ａを移動する略円板形状の案内部７
ａと、この案内部７ａに一端部が一体な固定ネジ７ｂ
と、この固定ネジ７ｂに螺合する固定ノブ７ｃとで構成
されている。
【００２７】したがって、前記操作部３ａのスライド溝
３４をガイドレール２６に係入させた状態で、この操作
部３ａの案内部７ａが１対のガイドレール２６で形成さ
れた平行溝２６ａに配置されることによって、前記操作
部３ａは挿入部本体２ｂに対して矢印方向（図２（ａ）
参照）にスライド自在になる。
【００２８】そして、前記操作部３ａを挿入部本体２ｂ
に対して所定位置までスライド移動させ、固定ノブ７ｃ
を所定方向に回転させる。すると、操作部３ａが挿入部
本体２ｂに一体的に固定される。このとき、操作部電気
接点３３と挿入部電気接点２４とが電気的に接触する。
なお、挿入部電気接点２４及び操作部電気接点３３の構
成は上述の構成に限定されるものではなく、操作部３ａ
と挿入部本体２ｂとを一体にした際、電気的に接続され
る構成であればよい。また、本実施形態では操作部３ａ
について着脱機構の説明をしたが、他の操作部の着脱機
構の構成も同様である。
【００２９】上述のように構成した電子内視鏡１の作用
を説明する。まず、術者又は医療関係者は、担当する術
者専用の操作部（ここでは操作部３ａとする）を挿入部
本体２ｂに取り付け、電子内視鏡１の挿入部本体２ｂか
ら延出しているユニバーサルコード４の端部に設けられ
ている内視鏡コネクタ４ａを観察ユニット６の所定位置
に接続する。
【００３０】次に、術者は、内視鏡１を把持して挿入部
２を体腔内に挿入していく。このとき、術者は、例えば
液晶モニタ等の画面上に表示される内視鏡画像を観察し
ながら操作部３ａを把持する手指で湾曲操作スイッチ３
１を操作する。すると、湾曲操作スイッチ３１から出力
される電気信号に対応してモータ６１が駆動され、この
モータ６１の駆動力がクラッチ６７、駆動力伝達部６
６、コネクタ側駆動力伝達部４ｃを介して湾曲ワイヤ４
１に伝達されて湾曲部２２が指示された方向に湾曲動作
する。そして、この湾曲動作や捻じり操作を行いながら
挿入部２の先端硬性部２１を観察部位に向けて挿入させ
ていく。この際、術者は専用の操作部３ａを把持して湾
曲操作等の操作を行っているため、把持する手の位置を
変えるなどの動作を行うことなく安定した把持状態で挿
通作業を行える。
【００３１】そして、前記内視鏡１の挿入部２の先端硬
性部２１を観察部位に対峙させたなら、画面上に表示さ
れる観察部位の内視鏡画像を観察する。そして、必要に
応じて処置等を行う。
【００３２】このように、電子内視鏡を構成する操作部
を、内視鏡挿入部及びユニバーサルコードを延出した挿
入部本体に対して着脱自在に構成したことによって、操
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作部の形状や湾曲操作スイッチ等の配置位置を各術者に
合わせた専用の操作部を形成し、この操作部を挿入部本
体に取り付けることによって、術者にとって操作性に優
れた電子内視鏡を提供することができる。
【００３３】また、操作部に設けた湾曲操作スイッチか
ら指示信号を電気信号として外部装置に設けた電動湾曲
機構部に伝達して湾曲部の湾曲操作を行うようにしたこ
とにより、操作部に機械的な機構部をなくして、操作部
の軽量化及び着脱作業性の向上を図ることができる。な
お、湾曲操作スイッチから指示信号を観察ユニットのＭ
ＣＵに無線通信で伝送させることにより、信号ケーブル
をなくして着脱性をさらに向上させることができる。
【００３４】また、本実施形態においては、内視鏡操作
部に操作スイッチとして湾曲操作スイッチを配置した構
成を説明したが、前記操作スイッチは湾曲操作スイッチ
に限定されるものではなく、他にも送気・送水スイッチ
等を配置することも可能である。
【００３５】なお、その際には図示しない送気スイッ
チ、送水スイッチは、電気信号を出力する電気的スイッ
チであり、このスイッチを操作することによって例えば
図示しない電磁弁が開閉動作する。また、これらスイッ
チは、術者の所望する位置に配置される。このことによ
り、把持する手の位置を変えるなどの動作を行うことな
く安定した把持状態で、送気、送水の操作も行える。
【００３６】そして、電子内視鏡１に送気、送水のため
の管路を構成する際には、例えば図３（ａ），（ｂ）に
示すように前記挿入部本体２ｂで送気管路２７及び送水
管路２８をそれぞれをユニバーサルコード側送気管路２
７ａと挿入部側送気管路２７ｂ及びユニバーサルコード
側送水管路２８ａと挿入部側送水管路２８ｂとに分ける
一方、前記操作部３ａにユニバーサルコード側送気管路
２７ａと挿入部側送気管路２７ｂに対向する送気用連結
用溝３５及び前記ユニバーサルコード側送水管路２８ａ
と挿入部側送水管路２８ｂに対向する送水用連結用溝
（不図示）を設ける。
【００３７】このことにより、操作部３ａと挿入部本体
２ｂとを一体に構成したとき、それぞれのユニバーサル
コード側送気管路２７ａと挿入部側送気管路２７ｂ及び
ユニバーサルコード側送水管路２８ａと挿入部側送水管
路２８ｂとが送気用連結用溝３５及び送水用連結用溝を
介して連通する構成になる。そして、このように、送気
・送水管路をそれぞれ複数の管路で構成することによっ
て、送気・送水管路を例えば１つのチューブ体で構成し
た場合に比べて洗浄作業性が良好になる。
【００３８】なお、上述したように操作部を挿入部本体
に対して着脱自在に構成したことによって、万一、挿入
部（或いは操作部）が故障した場合にこの挿入部（或い
は操作部）だけを交換することができる。このことによ
って、挿入部、操作部を含む内視鏡全体を交換するより
も経済的な負担が軽減される。また、内視鏡を追加購入
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する場合も挿入部だけを買い足すことによって操作性に
優れた内視鏡を得られるので経済的な負担が軽減され
る。
【００３９】また、前記操作部と挿入部本体との着脱機
構は上述した構成に限定されるものではなく、例えば図
４に示す構成であってもよい。なお、以下の実施形態に
おいても操作部３ａと挿入部本体２ｂとで着脱機構を説
明する。この際、前記実施形態と同部材には同符合を付
して説明を省略する。
【００４０】図４に示すように本実施形態においては位
置決めのために、操作部３ａに凸部３６を設ける一方、
挿入部本体２ｂにこの凸部３６が係入配置される係入溝
２９を形成している。また、操作部３ａと挿入部本体２
ｂとを一体に固定する固定具７Ａとして、操作部３ａの
所定位置には固定ノブ付き雄ネジ７ｄが設けられ、挿入
部本体２ｂにはこの固定ノブ付き雄ネジ７ｄの雄ネジ部
７ｅと螺合する雌ネジ部７ｆが所定位置に形成されてい
る。
【００４１】このことにより、前記凸部３６を係入溝２
９に係入配置させた状態にして固定ノブ付き雄ネジ７ｄ
の雄ネジ部７ｅを雌ネジ部７ｆに螺合することによっ
て、操作部電気接点３３と挿入部電気接点２４とが電気
的に接触した状態で、操作部３ａと挿入部本体２ｂとが
一体的に固定されて電子内視鏡を構成する。このことに
より、上記実施形態と同様の作用・効果を得られる。
【００４２】なお、図５（ａ）に示すように固定具７Ｂ
として着脱ピン７ｇを使用する構成であってもよい。こ
のときには、例えば図５（ｂ）に示すように着脱ピン７
ｇを用意する一方、操作部３ａ側にこの着脱ピン７ｇを
案内する案内孔３７及び、挿入部本体係入溝３８を形成
し、挿入部本体２ｂ側に前記挿入部本体係入溝３８に係
入配置されて、前記着脱ピン７ｇが係入する係入孔４４
を形成した位置決め固定用凸部４３を形成する。
【００４３】このことによって、前記凸部３６を係入溝
２９に係入配置させた状態にして着脱ピン７ｇを案内孔
３７を介して係入孔４４に配置させることによって、操
作部電気接点３３と挿入部電気接点２４とが電気的に接
触した状態で、操作部３ａと挿入部本体２ｂとが一体的
に固定されて電子内視鏡を構成する。このことにより、
上記実施形態と同様の作用・効果を得られる。
【００４４】図６を参照して電子内視鏡及び着脱自在な
操作部を用いた内視鏡システムの他の構成例を説明す
る。本実施形態においては図１に示した内視鏡システム
に加えて、接続線５１を介して操作部３ｅが観察ユニッ
ト６ａに接続されるようになっている。また、通信手段
である信号変換装置５２ａ，５２ｂを結ぶ通信回線５２
を介して遠隔地にある操作部３ｆが観察ユニット６ａに
接続されるようになっている。
【００４５】つまり、本実施形態においては例えば操作
部３ａを挿入部本体２ｂに一体的に取り付けた状態で、*
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*その他の操作部３ｅ，３ｆ等複数の操作部を観察ユニッ
ト６ａに接続した状態で、湾曲部２２の湾曲操作等を行
えるようになっている。
【００４６】このことによって、経験の少ない医師が操
作部３ａを把持して内視鏡を操作する場合であっても、
経験豊富な医師が操作部３ｅ又は操作部３ｆ等を補助的
に操作して確実に内視鏡の操作を行うことができる。つ
まり、術者教育を行いながら内視鏡操作を行える。
【００４７】なお、操作部３ａ，３ｅ，３ｆには優先順
位が予め設定されており、経験豊富な医師が扱う操作が
最優先されるようになっている。また、このような場合
も、各術者は自分専用の操作部を扱っているので思い通
りの操作性を得て、違和感を感じることなく操作を行え
る。
【００４８】また、上述した実施形態においては内視鏡
を医療用の電子内視鏡として説明したが医療用に限らず
工業用の電子内視鏡であってもよい。
【００４９】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００５０】［付記］以上詳述したような本発明の前記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００５１】（１）湾曲部を有する挿入部の先端部に撮
像手段を内蔵し、操作部に設けた湾曲操作指示手段から
の指示信号に基づいて湾曲駆動手段を作動させて前記湾
曲部を湾曲動作させる電子内視鏡において、前記湾曲操
作指示手段を備えた操作部が、前記挿入部に対して着脱
自在である電子内視鏡。
【００５２】（２）前記湾曲駆動手段は外部装置であ
り、前記操作部と前記挿入部との間に、前記湾曲操作指
示手段と前記湾曲駆動手段とを電気的に接続する電気接
点を有する付記１記載の電子内視鏡。
【００５３】（３）前記挿入部と前記ユニバーサルコー
ドとが一体で、これら挿入部及びユニバーサルコード内
に前記湾曲操作指示手段からの指示信号に基づいて作動
する湾曲駆動手段の駆動力を伝達する駆動力伝達手段が
挿通する付記１記載の電子内視鏡。
【００５４】（４）前記操作部が前記外部装置に少なく
とも１つ接続可能で、接続された操作部によって前記湾
曲部を湾曲操作可能な付記４記載の電子内視鏡。
【００５５】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、術
者の満足する把持性及び操作性を得られる操作部を備え
た電子内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子内視鏡を組み合わせた内視鏡シス
テムの概略構成を説明する図
【図２】操作部と挿入部との着脱機構の１構成例を説明
する図
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【図３】電子内視鏡に送気用管路及び送水用管路を設け
る際の構成例を説明する図
【図４】操作部と挿入部との着脱機構の他の構成を説明
する図
【図５】操作部と挿入部との着脱機構の別の構成を説明
する図
【図６】本発明の電子内視鏡を用いた内視鏡システムの
他の構成例を説明する図
【符号の説明】
１…電子内視鏡
２…内視鏡挿入部
２ａ…挿入部
２ｂ…挿入部本体
５…電動湾曲機構部 *
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*６…観察ユニット
７…固定具
７ａ…案内部
７ｂ…固定ネジ
７ｃ…固定ノブ
２４…挿入部電気接点
２６…ガイドレール
２６ａ…平行溝
３…内視鏡用操作部
３１…湾曲操作スイッチ
３２…信号線
３３…操作部電気接点
３４…スライド溝

【図１】

【図４】
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